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う指摘がされた9）。

介護保険制度の検討を行ってきた与党（自由民主党・社会民主党・新党さきがけ）

福祉プロジェクトチームは、老人保健福祉審議会の最終報告書の提出を受け、直

ちに厚生省に介護保険制度の試案作成を要請した。

そして、1996年6 月の老人保健福祉審議会による介護保険制度案大綱・諮問に

おいて「40歳」という言葉が登場した10）。その諮問によれば、介護保険が対象と

する老化に伴う介護ニーズは、高齢期のみならず中高年期においても生じうるこ

と、また、40歳以降になると一般に老親の介護が必要となり、介護という立場か

ら介護保険による社会的支援という利益を受ける可能性が高まることから、40歳

以上の者を被保険者とすべきとしている。この会議以降、年齢に関する被保険者

範囲の話題は出ていないことから、実質上、この時点で「40歳以上」に策定され

たと考えられる。

その後、利益集団、自由民主党（以下、自民党）、厚生省の意見調整を行い、

1996年9 月に合意に達した。そして、1996年11月介護保険法案を国会に提出し、

1997年12月に介護保険法案が成立した11）。

被保険者範囲は以上のような経緯で策定された。そして、法施行後 5 年を目途

として制度全般に関して検討を加え、必要な見直しを行うことを定めた介護保険

法附則第 2 条において、「被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲」も併せ

て再検討すべき旨を規定した。
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2005年に介護保険制度が改正された目的は、要介護状態となった高齢者等の

「尊厳の保護」を明確化することである。改正箇所は複数あるが、ここでは重要

な論点となった五つを挙げる。

1 ．予防重視型システムへの転機

軽度者が大幅に増加し、軽度者に対するサービスが、要介護者の状態の改善

につながっていないことが問題となっていた。軽度者の方の「状態像」を踏ま

え、できる限り要支援・要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう

「介護予防」を重視したシステムを確立した。

2 ．利用者負担の見直し（施設利用者の負担増）

在宅と施設の利用者負担の不公平を見直すため、施設給付の居住費用や食費
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2003年9 月の自民党総裁選をきっかけに郵政改革は本格化するようになった。

政府・与党の検討会では意見が合わず、膠着状態が続いた。法案は2005年5 月に

審議入りしたが、参議院で法案は否決されたため、小泉は衆議院解散を行った。

この際、小泉は自民党の法案採決の造反議員を公認しなかった。そして総選挙後

の法案は衆参両院で可決され、郵政民営化法は成立した18）。

このように一度は法案が否決されたが、総選挙に踏み切って法案を可決させた

ことから、小泉政権の改革の中でも特に強いリーダーシップがみられた例だと推

察できる。

（b） 税制改革

自民党税調と財務省主税局が強い影響力を有し、聖域扱いされてきた領域であ

る税制改正においても、政策決定過程を官邸主導へと変化させた。

しかし2002年の税制改正においては歳出削減を躊躇し、ペイオフの解禁を見直

すなど小泉にはブレがみられた。これら一連の税制改革では小泉のリーダーシッ

プが発揮されなかったとの見方がされている。その理由としては、諮問会議、政

府税調、自民党税調の三者間のバランスを重視したためとの意見もある19）。

税制改革については財務省の反発の他にも当時の経済状況が不況であり、国民

に直接影響の出る改革に踏み切ることができなかったと考えられる。

（c） 三位一体の改革

三位一体の改革は国庫補助負担金、地方交付税、国から地方への税源移譲の三

つを一体として改革するものである。従来、国によって使途を決められた補助金

への批判があった。また、「三割自治」と言われたように地方税中心の自治体は

自主財源が少なかったため、本改革では、自治体への補助金を減らす代わりに税

源を移譲し、地方交付税の制度を改革しようとした20）。

小泉は2003年6 月の諮問会議で①補助金は2006年度までの3 年間で概ね 4 兆円

を目処に廃止・縮減、②廃止される 8 割程度を目安として税源移譲、③交付税の

財源縮小機能を見直して縮小し、交付税総額を抑制する、という 3 点を指示し

た21）。

この三位一体の改革では、中央集権色の濃かった国と地方の関係に新たな局面

がもたらされた。また、諮問会議で首相指示という手法が効果的に活用され、大

きな政策転換が実現したと言えるだろう。このように小泉が関心を持つ政策につ

いては、大筋において小泉の考えが貫かれた22）。しかし、地方への補助金削減は

官邸主導ではなく、削減目標が各省に割り振られた。これは、各省横並びの仕組
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引き上げることとしており、総じて公明党は介護保険に力を入れているというこ

とが分かるだろう45）。

公明党は、2005年介護保険法改正にあたっても当面する重要政治課題の一つと

して社会保障を取り上げ、「年金・医療・介護等の社会保障制度の一体的な抜本

改革を進める」46）として姿勢を崩さなかった。公明党は2004年の参院選挙をきっ

かけに介護保険を主軸とした公約を掲げ、尽力する姿勢となった。参院選挙にあ

たっては衆院選政権公約として100項目を再掲するとともに、新たに23項目の政

策を追加し、追加政策の目玉としては介護予防の推進を掲げた。重点 6 項目のう

ちのまず一つ目に「健康増進・介護要望」を位置付けた。マニフェストに追加す

る新たな23項目のうち、介護保険に関するものは以下の通りである。

〈101〉今後十年間で高齢者人口に占める要介護者の比率を現在の七人に一人

から十人に一人に減らす

〈102〉介護予防サービスの拠点を二〇〇八年度までに中学校区に一つ（約

一万か所）整備、二〇一一年度までには、小学校区に一つ（約二万三千か

所）まで拡大

〈103〉今後十年間で健康寿命を二年程度伸ばす

〈104〉障害者の生活基盤となるグループホームや福祉ホームを二〇〇七年度

末までに六万五千人分にまで整備47）

上記マニフェストをはじめ、本選挙においては公明党が介護予防を通して介護

保険の対象範囲を拡大することに積極的であったということがうかがえる。2004

年の衆院選挙や参院選挙は2005年介護保険法改正に向けてその方向性に密接にか

かわる重要な選挙であった。参院選挙において全面的に介護保険に意欲を示して

いることからも、公明党が本介護保険法改正における重要なアクターであったこ

とは間違いないだろう。

3 　民主党

民主党は野党最大の政党であり、2004年の参院選でも自民党の獲得議席数を上

回る結果を残した。以下、民主党の被保険者範囲の拡大に対する意見を、マニ

フェストをもとにみていく。

民主党は社会保障を、所得保障は国が行った上で、医療は都道府県、介護・福
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仕組みになっている」54）、「39歳と40歳で何が違うのか。64歳で保険料を払ってい

ても全く使えなくて、65歳以上になれば無条件に使える。この仕組みで本当に保

険制度なんだろうか」55）と発言するなど、根本的な考えとして、介護保険という

制度の中で介護サービスが普遍的なものであるべきだと考えている。

また、被保険者範囲の拡大に関する問題を先送りすることには反対しており、

同部会においても

介護保険制度を作る時、20歳にするのかという議論は最後まで残り、最後の

段階で40歳となったので、決して最初から高齢者介護だったとは考えていな

い。さらに、法律の中に検討課題として明記され、それを前提に介護保険部

会が出発したとすれば、そのことに対して一定の結論を出すことが責任だと

考えている。56）

と述べている。

さらに、連合は障害者施策の観点からも範囲拡大を主張している。具体的には

「支援費制度の実施により、障害者のサービス需要は高まり、年末度に税財源が

不足する事態が発生するなど、従来の税による障害者施策の実施が困難になって

いる」という意見や、

障害者（児）の自立支援においても介護サービスが重要な役割を担うため、

介護保険制度の見直しに当たっては、介護ニーズを社会全体で支え、あらゆ

る人の地域生活と社会参加を保証するという、社会連帯に基づいた改革でな

ければならない。これは、「負担と給付」の関係が「高齢者」に矮小化され

た介護保険制度を真の社会保険制度に変革することをめざすべきものであ

る。57）

との花井の発言もあり、現在の制度の中で障害者を支えるためにも被保険者範囲

の拡大が必要であり、医療保険加入者およびその被扶養者は、すべて介護保険制

度の被保険者とすべきであるという意見を展開している。

なお、年齢に関しては、医療保険がすべての年齢を対象としていることから介

護保険の給付対象も 0 歳にするべきだと主張している58）。

以上のことより、連合は被保険者範囲の拡大に賛成していたと考えられる。
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て重要人物であり、そのような人物が被保険者範囲の拡大に反対を示したことは、

自民党内での決定に強く影響したのではないだろうか。

2 　利益集団

この節においても、Ⅲ章の第 4 節で述べた利益集団と同様、介護保険部会で発

言していた利益集団に限定して論じていく。

同部会において反対の意見を述べたのは、全国市長会介護対策委員会委員長喜

多洋三であり、範囲拡大に消極的な姿勢を示したのは、NPO 法人青森県介護支

援専門員連絡協議会理事木村隆次、日本看護協会常任理事山崎摩耶、日本経済団

体連合（以下、経団連）専務理事矢野弘典であった。

反対意見では、市町村の負担の増加、未納者の増加、議論が不十分であるなど

が挙げられた。また障害者支援費制度との統合に対する反対意見も多くみられた。

以下、それぞれがどのような意見を述べていたのかを示す。

喜多は市町村負担の観点より反対する意見を述べた75）。「介護保険と障害者の

一方的統合に対する緊急決議」という意見書において、市長の多くがこれ以上の

負担増加に反対している旨を主張した76）。また障害者支援費制度との統一につい

ても反対の意見を示した。木村は、喜多と同様、障害者支援費制度との統一を含

めた議論をすることに異議を唱えていた。山崎は、被保険者範囲の拡大が保険料

負担の水準低下につながるのか疑問であるとし、消極的な姿勢を示した77）。

反対意見の中で、最も明確な意見を表明しており、利益集団としての力も強い

経団連の矢野、明確な意見は示していないものの影響力が強いと思われる日本医

師会（以下、日医）についてはさらに詳しくみていく。
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第17回介護保険部会において矢野は、国民の理解が得られないこと、また障害

者施策との統合が、社会保険方式を採用する介護保険とは相容れないものである

ことなどを理由として、財源確保のための安易な範囲拡大には反対の意を示して

いる78）。矢野は、同部会でも言及しているが、経済関係団体（（社）日本経済団体

連合会会長　奥田碩・日本商工会議所会頭　山口信夫・（社）経済同友会代表幹事　北

城恪太郎・（社）関西経済連合会会長　秋山喜久）で意見書を提出している。意見書

では、「加齢に伴う要介護状態の改善という制度創設の趣旨および世代間の公平

の観点」より「介護保険制度の被保険者範囲は、現行を維持すべきである」と主
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挙げている108）。2004年から引き続き民主党・社民党など、具体的に協力要請を

する政党が明記されていること、さらに2004年は改革への「要請行動」であった

文言が2005年では「連携の強化」と書かれていることからも、連合と民主党との

間に結びつきがあったことがうかがえる。

そもそも民主党の介護保険ワーキングチームにおける資料として連合の意見書

が出されていることからも、2005年の介護保険法改正においてこの二つの集団が

被保険者範囲の拡大を目指す者同士、協力関係にあったと推察できる。

2 　自由民主党と諸アクター
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本項では、2005年の介護保険法改正で被保険者範囲の拡大を実施することを目

指していた厚労省及び厚労大臣が自民党に対しどのように働きかけたかを追う。

まず、拡大を推進する厚労省が内閣に対し働きかけた先の一つとして、「社会

保障の在り方に関する懇談会」が考えられる。これは、労使代表の要望を受け入

れる形で設置された官房長官の私的懇談会であり、厚労省側からは、厚生労働大

臣の尾辻のほか、社会保障審議会年金部会長である宮島洋が座長として参加した。

介護保険法改正については2004年10月21日に開催された第3 回会合と同年11月8

日の第 4 回会合にて話し合われた。会合では厚労省から議員に対し説明が行われ、

厚労省の提出した資料では、改正の主な内容の一つに、審議継続中としながらも

被保険者・受給者の範囲拡大が挙げられていた109）。しかし、議員からは拡大案

に対し反対意見が多く出され、尾辻も宮島も特に反論することはなかったため、

懇談会としては慎重論にとどまった。

また、介護保険法改正については諮問会議でも話し合われており、2004年11月

4 日の第27回会議にて集中的に審議された。会議の初めに尾辻により改正の概要

が説明されたが、被保険者範囲の拡大に関しては「いろいろ議論があるものです

から、 7 月の審議会報告の段階では一定の方向性を出すに至っておりませんで、

現在引き続き、関係者による審議を行っているところでございます」110）と述べる

にとどめた。その後、民間議員から拡大に対し反対意見が出されたが、これに対

しても審議中であることを理由に明確な意見を述べずに終わった。

同会議の議事録を見る限り、尾辻はあえて被保険者範囲の拡大議論を話題に出

さなかったように見受けられる。尾辻は、後に、諮問会議に対し批判を強めてい

る。2009年1 月30日に行われた参院代表質問にて、当時参院議員会長を務めてい
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案に合意したかについて考察する。

2005年4 月15日の厚生労働委員会において民主党の馬淵は厚生労働大臣の尾辻

との議論の中で、 1 年半にも及ぶ議論が行われたにもかかわらず、結論が出な

かったことなどをはじめ、被保険者範囲の拡大問題を先送りにしたことに関して

批判している120）。

その後、民主党は、2005年4 月19日に介護保険法改正案の修正要求をまとめ、

国会に提示した。具体的な内容は、「①受給者の虐待防止など権利擁護事業の義

務付け、②新たに導入する予防給付について施行後 3 年をメドに費用対効果を点

検、③被保険者・受給者の範囲の拡大の三点」121）である。

同月20日に行われた厚生労働委員会では、民主党の本多平直が、今回の改正の

附則第 2 条の内容が範囲拡大を指しているという答えを誘導するような質問を行

い、もしそうであるならば明確に「範囲拡大」というように法文に書き込むべき

であるということを強く主張していた122）。

結果として、最初の 2 項目については修正が加えられたが、③被保険者・受給

者の範囲の拡大については修正に応じず、付帯決議と委員会での政府側による確

認答弁で対応する運びとなった。民主党側としては一定の配慮が示される形と

なったため、介護保険法改正案に応じた123）。

そして2005年5 月11日に介護保険法改正案が衆院通過、6 月17日に介護保険法

改正案、参院厚労委での可決を経て、 6 月22日に改正介護保険法が成立した。

以上、本章では主要アクター間の相互関係を論じた。第 1 節で明らかにしたよ

うに、民主党と連合という被保険者範囲の拡大に関して賛成の協力軸も存在した

ものの、同様に賛成派のアクターであった厚労省、公明党は自民党との関係の中

で被保険者範囲の拡大を見送る判断をすることとなった。さらに介護保険部会に

おいて、経団連を中心とした慎重派の利益集団の声が大きくなっていったことや、

経団連と自民党に強いパイプがあったことも被保険者範囲の拡大がなされなかっ

たことに影響していると言える。このように他のアクターとの関係の中で多くの

賛成派のアクターの主張が弱まったこと、そして反対派のアクターは逆にその関

係性の中で自らの意見を主張し続け強めていったことが、今回被保険者範囲の拡

大がなされなかった大きな要因の一つであったと考えられる。

一方、第 2 節で明らかにしたように、自民党内で拡大先送りの方針が決定した

後、厚労省・公明党・民主党は法案の附則に拡大実施時期を明記することを目指
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